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新浜リサイクルセンター使用済乾電池運搬処分業務委託（単価契約）仕様書 

 

１ 委託名 

新浜リサイクルセンター使用済乾電池運搬処分業務委託（以下、「本業務」という） 

２ 委託場所 

千葉市中央区新浜町４番地外 

３ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３０日まで 

４ 業務目的 

本業務は、本施設に保管された使用済乾電池（有害ごみに指定）を運搬し、また、適正な処分

等を実施するものである。 

※「中間処理（再生を行うことも含めてよい）及び最終処分(必要な場合のみ)」を「処分等」

として定義する。以下同じ。 

５ 協力業者 

（１）受注者は、本業務において運搬及び処分等を自社で行うことを原則とするが、運搬について

自社にて行うことが難しい場合には、入札参加申請時に別紙様式１「委託業務協力会社届出書

（入札参加用）」を発注者へ提出すること。また、最終処分が必要な場合において、それを自社

にて行うことが難しい場合も同様とする。  

さらに、これが受理され発注者と契約を締結する際には、別紙様式２「委託協力会社選定通

知書」により受注者及び各協力業者の業務内容及び許可番号を明記し、各々の業務上の責任区

分を明確にしたうえでこれを提出すること。また、次項５（４）の取り決めのわかる書類を添

付すること。  

（２）その場合、本業務の契約は、発注者と受注者と協力会社の数に応じて、運搬業務受託者甲、

乙、丙、丁、、、との多者契約とし、発注者は「中間処理（再生を含めてよい）」、「中間処理場か

ら最終処分場までの運搬」、「最終処分」の業務のうち必要な業務をそれぞれ受注者及び協力業

者に委託する。  

（３）契約書の作成部数は契約者の数に応じた部数として読み替えるものとする。  

（４）本業務の契約における債権者は受注者のみとし、発注者は受注者に委託料の支払いを行う。

なお、委託料は「ア 受注者」に係る中間処理費用、「イ 運搬業務受託者甲」に係る運搬費用、

「ウ 最終処分業務受託者甲」に係る最終処分費用の総額とし、受注者は適切な取り決めによ

りイ及ウの受託者（まとめて協力会社と呼ぶ）への支払いを行うこと（取り決めのわかる書類
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を提出すること）。受注者及び協力会社の業務は以下のとおり。  

ア 受注者の業務 

発注者が排出した使用済乾電池の受注者施設における荷下ろし完了から中間処理（再生を

含めてよい）完了まで 

イ 運搬業務受託者甲の業務 

受注者の所有する施設における受注者中間処理残渣物の積み込みから最終処分業務受託者

甲の所有する最終処分施設までの運搬及び荷下ろし完了まで  

ウ 最終処分業務受託者甲の業務 

最終処分業務受託者甲の所有する最終処分施設での受注者中間処理残渣物の荷下ろし完了

から最終処分完了まで 

（５）上記ア～ウの業務を証する許可証の提出について 

「８ 提出書類（１）許可証の提出」のとおり 

（６）別添の「（個人情報取扱いなし）委託単価契約約款（以下「契約約款」）という」における受

注者及び運搬業務受託者甲、乙、丙、丁、、、の取り扱いは、契約約款第１条１１項に示す「受

注者が共同企業体を結成している場合」の事項を準用するものとし、その代表者に相当するも

のとして受注者を設定するものとする。  

６ 業務内容 

受注者は、本施設で運搬用保管容器（ドラム缶）に保管された使用済乾電池を運搬し、また、

適正な処理を実施する。（以下ドラム缶及びその内容物を、「使用済乾電池入りドラム缶」と呼ぶ） 

（１）対象物の種類及び予定数量 

ア 種類   本施設に保管された使用済乾電池 

イ 予定数量 ２０３，０００ｋｇ 

但し、上記の予定数量は本業務において受注者に業務履行量として保証するものではなく、

変動することがある。 

（２）乾電池の搬出場所 

千葉市新浜リサイクルセンター 千葉市中央区新浜町４番地 

（３）処分等の場所及び処分等の方法 

ア 中間処理（再生を含む）場所  

受注者の所有する乾電池中間処理施設のうち受注者が事前に提出した一般廃棄物処分業の

許可証あるいは、一般廃棄物処理施設設置許可証に記載のある乾電池中間処理施設（以下「中

間処理施設」という） 
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イ 中間処理（再生を含む）方法  

受注者が事前に提出した一般廃棄物処分業の許可証あるいは、一般廃棄物処理施設設置許

可証で許可された中間処理方法 

ウ 最終処分場所 ※必要な場合のみ 

受注者（協力会社を届出た場合は協力会社）の所有する最終処分場のうち受注者が事前に

提出した一般廃棄物処理施設設置許可証に記載のある最終処分場 

エ 最終処分方法 ※必要な場合のみ 

受注者が事前に提出した一般廃棄物処理施設設置許可証で許可された最終処分方法  

（４）業務の発生 

本業務は、発注者からの指示によって業務が発生する。 

（５）乾電池の運搬 

ア 本施設からの運搬は保管時の荷姿で行う。 

イ 運搬は本施設から中間処理施設までとする。また、最終処分が必要な場合において、中間

処理施設から最終処分場までの運搬を要する場合には、中間処理施設から最終処分場までの

運搬も行うものとする。 

ウ 使用済乾電池入りドラム缶の運搬車両への積込作業は、本業務に含むものとする。作業に

必要なフォークリフトの貸し出しは可能だが、事前に発注者と打ち合わせを行い事故等の際

は法令に従って適正に対応すること。なお、処分地での荷卸しは原則として受注者が行う。 

エ 本施設から中間処理施設までの運搬車両は１０ｔトラック以上を原則とする。  

オ 発注者が指示する運搬数量は、受注者が本業務で使用する車両等の積載量を勘案し、事前

に発注者と受注者とが協議して調整する。なお、指示数量は予定であり、変更がありうる。 

（６）空のドラム缶の納入 

ア 受注者は、搬出した数量と同数の空のドラム缶を発注者が指示する期限までに本施設へ納

入すること。 

イ 納入する空のドラム缶は下記の仕様を満たしたものとし、形状に著しい問題がなければ本

業務で使用し処分地で中身を取り出したドラム缶及びそれに準じたもの、または再生品でも

可とする。なお、納入後不備が確認されたドラム缶については受注者の負担で交換すること。  

種類：鉄製オープンヘッドドラム缶（天蓋をボルト式バンドで固定できる構造のもの） 

容量： ２００ℓ 

直径：約０．６m 

高さ：約０．９m 
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重量：約２０ｋｇ 

肉厚については発注者に確認すること。 

（７）乾電池の処分等 

ア 計量 

使用済乾電池の重量は、受注者の所有する適正な計量器で計量する。計量についての詳細

は「９ 委託料の支払い」を参照すること。 

また、本施設でも計量を行うが、その計量値は参考とする。詳細は「７ 本施設からの搬

出時の注意事項」を参照すること。 

 イ 使用済乾電池の処分等 

「６（３）処分等の場所及び処分等の方法」に従い、処分等を実施する。 

ウ その他 

発注者からの求めに応じて処理施設から排出されるばい煙等のモニタリング結果を提出す

ること。 

７ 本施設からの搬出時の注意事項 

（１）運搬車両は、新浜リサイクルセンターの計量機（積載面寸法３，０００mm×７，５００mm）

で計量可能であること。 

（２）本施設における計量では、風袋及び積載後の計量を実施すること。なお、本施設での計量値

は参考とし、委託料の支払いに係る重量の計測については「９ 委託料の支払い」による。 

※前項６（６）に係る空のドラム缶を積載して来場した場合には、あらかじめ現場に荷卸しし

た後に風袋を計量すること 

（３）本施設敷地内では速度制限等を守ること。また、一方通行となっているため標識に注意する

こと。本施設事故等が発生した場合は、当事者間で処理すること。 

（４）積込作業は原則として、本施設へ搬入されるごみや資源物の搬入時間外である１２時から１

３時の間に行うこと。これによりがたい場合は発注者との協議により時間帯を決定すること。  

（５）運搬車両が過積載にならないように積込を行うこと。 

なお、参考として使用済乾電池入りドラム缶の重量を以下に示す。 

使用済乾電池入りドラム缶：おおむね３００～３５０ｋｇ（参考） 

（６）積込をした使用済乾電池入りドラム缶の本数を本施設の計量担当者に報告し確認を受けるこ

と。 

８ 提出書類 

（１）許可証の提出 
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受注者は業務を証する許可証の写しとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）」

第８条第１項による「一般廃棄物処理施設設置許可証」の写し及び同法第７条第６項による「一

般廃棄物処分業許可証」の写しを発注者に提出しなければならない。また、協力会社に係る業

務を証する許可証の写しを協力会社に代わって提出しなくてはならない。提出された許可証の

写し一式は各々の契約書に添付するものとする。 

また、各許可事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変

更後の許可証の写しを発注者に提出し、同様に各々の契約書に添付するものとする。  

（２）契約に際しては誓約書を提出し、着手時には、現場代理人届・主任技術者選任届・着手届を

提出すること。 

（３）事業実施体制、連絡体制、緊急時の対応方法、作業員リスト、処理方法及び処理フロー図が

明記された作業計画書を提出すること。 

（４）受注者は、発注者による指示した業務を完了したときは、「完了届」「一般廃棄物マニフェス

ト」「計量結果報告書」「処理証明書」を提出すること。 

（５）その他、発注者が必要と認めた書類は速やかに提出すること。 

９ 委託料の支払い 

（１）受注者は、発注者の指示による業務が完了したときはその都度「完了届」を作成し、発注者

が行う業務の検査を受けるものとし、検査に合格後委託料の請求をすることができる。 

（２）発注者は、原則として委託完了時に受注者へ委託料を支払うものとし、上記の規定による請

求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に委託料を支払うものとする。  

（３）発注者が受注者に支払う金額は、以下に定める「乾電池正味重量」に対し、契約単価を乗じ

たものとする。なお、１０ｋｇ単位での計量とする。 

 

乾電池正味重量[kg]＝使用済乾電池入りドラム缶重量[kg]－空ドラム缶重量補正[kg] 

   （空ドラム缶重量補正・・・空ドラム缶１本につき ２０．０ kgとする。） 

 

なお、上式の「使用済乾電池入りドラム缶重量」は処理施設敷地内での適正な計量値を基準

とし、本施設での計量値は使用しない。 

10 契約の解除 

  発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場

合において、受注者は異議の申し立て及び補償金等の請求はできないものとする。  

（１）乾電池の処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300
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号）第４条第１号から第３号までに定める委託基準に適合しなくなった時。  

（２）業務の履行において必要な許可、免許、登録、認定または各種の資格が取り消され、または

抹消された時。  

（３）前号のほか、受注者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認めら

れた時。  

11 その他 

（１）受注者は、発注者が処理施設の存する自治体に対して廃掃法施行令第４条第１項第９号に基

づいて行う通知を作成するための資料提供などの協力を行うものとする。  

（２）受注者は、発注者が委託業務の状況について特別に実地確認等の検査が必要と認めるときは、

これに応じなければならない。  

（３）本仕様書及び契約書に定めがない事項は、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。  

 

 


